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１　特定支出の金額

２　特定支出控除適用後の給与所得金額
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図　書　名　及　び　内　容

衣　服　の　種　類

接　待　等　に　つ　い　て
内　　容 相手方の氏名・名称 相手方との関係

計
（イ + ロ）

計
（ハ + ニ）

計
（ホ + ヘ）

計
（ト + チ）

計
（リ + ヌ）

（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑨）

（⑥＋⑦＋⑧）
小　　計

適用を受ける特定支出の区分の合計
（適用を受ける特定支出の各区分の【番号】を合計します。）

◎　上記⑩の金額を申告書第二表の「特例適用条文等」欄に書きます。記載例：特例適用条文等　
◎　上記⑪の数字を申告書第一表の「所得金額」欄の「区分」欄に書きます。
◎　給与所得者の特定支出控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。

給与等の収入金額の合計額

給 与 所 得 控 除 額

特 定 支 出 控 除 の 金 額

（⑫－⑬）

（⑩－⑮）

（⑫－⑭－⑯）

⑭ × １　    ２

特定支出控除適用前の給与所得金額

特定支出控除適用後の給与所得金額

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

（⑫欄が 1,500 万円を超える場合は 125 万円）

（最高 65 万円）

（赤字の場合は０）

⑰

申告書第一表の「収入金額等」欄の給与の金額を書いてください。

確定申告の手引きで計算した所得金額を書いてください。

申告書第一表の「所得金額」欄の給与に転記してください。

（注）  ⑯欄が赤字の場合は特定支出控除の適用はありません。

（平成２５年分以降用）



　一面の「適用を受ける特定支出の区分の合計」⑪欄は、例えば、次のように書いてください。

・ 通勤費のみについて適用を受ける場合・・・・・・・・・通勤費の区分「１」

・ 研修費と資格取得費について適用を受ける場合・・・・・研修費の区分「４」と資格取得費の区分「８」を合計した「12」

・ 転居費と帰宅旅費と図書費について適用を受ける場合・・転居費の区分「２」と帰宅旅費の区分「16」と図書費の区分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「32」を合計した「50」

　適用を受ける特定支出の区分（通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費の別（勤務必要経費につ

いては、図書費、衣服費、交際費等に区分します。））ごとに、それぞれの支出の内訳を三面及び四面に書いてください。

　　三面及び四面に書ききれないときは、適宜の用紙に記載してそれをこの明細書に添付してください。

　　三面及び四面に書いたⒶ、Ⓑ及びⒸの各欄の金額を特定支出の区分ごとに（研修費・資格取得費については研修の内容

及び資格の内容が異なるごとに、勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費等）については図書の内容、衣服の種類及び接

待等の内容が異なるごとに）合計し、それぞれの合計額を一面のⒶ、Ⓑ及びⒸの各欄にそれぞれ転記してください。ただ

し、通勤費については、三面及び四面の通勤費のⒸ欄の合計額が 1 月当たりの定期券等の額の合計額を超える場合には、

一面のⒸ欄にはその定期券等の額の合計額を書き、その金額の頭部に定と表示してください。



補塡される金額
のうち非課税部分



補塡される金額
のうち非課税部分


